
子 発 0 2 0 7 第 ２ 号 

令 和 ４ 年 ２ 月 ７ 日 

 

 

特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ 代表者 殿 

 

 

厚生労働省子ども家庭局長 

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業に係る応募結果について 

 

 

貴団体から提出された事業計画書について審査を行った結果、下記のとおり国庫補助事業

として採択することとしたので通知します。 

 

記 

 

１ 内示額                              48,409 千円 

  ＜内訳＞ 

  ・補助事業者が行う事業  

事業費                            2,500 千円 

    管理運営経費                          909 千円 

  ・間接補助事業者が行う事業に対して補助事業者が補助する事業    45,000 千円 

 

 

２ 事業実施にあたっての条件などの留意事項  

・食事の提供や食品・食材の配布に当たっては、提供するひとり親家庭の子ども等の健

康や栄養バランスに配慮したものとなるよう、可能な限り配慮すること。 

・事業実施に必要となる経費・単価を精査した上で、真に必要となる経費を申請するこ

と。 

・事業実施に当たっては、貴団体提出の事業計画に基づいて適切に実施するとともに、

公募要綱等に定める事業主体における責務等を厳守すること。 

・助成事業の実施に当たっては、公募により助成対象事業者の募集を行うこと。 

  


